
 

 

企画課 

総務課 

カジノ管理委員会事務局組織令の一部を改

正する政令（案）等について 
令和 2年 3月 5日 

 

 

１．趣旨 

   カジノ管理委員会事務局に新たな課及び官職を設置すること（別添１）

等に伴い、カジノ管理委員会事務局組織令の一部等を改正するもの。 

 

 

 

 ２．主な内容 

（１）カジノ管理委員会事務局組織令の一部を改正する政令（案）（別添２） 

〇 総務企画部に公文書監理官（充て職）を設置する。 

〇 監督調査部に調査課を設置する。 

 

 

（２）カジノ管理委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令（案） 

（別添３） 

 〇 調査課の設置に伴い、監督総括課調査室を廃止する。 

 〇 調査課に企画官１人及び調査官２人を置く。 

 

 

（３）カジノ管理委員会定員規則の一部を改正する訓令（案）（別添４） 

 〇 監督調査部の定員を 77 人とする（25 人増）。 

 〇 事務局の定員の合計を 120 人とする（25 人増）。 

 

 

 

 ３．施行期日等 

  令和２年３月 17 日 閣議決定予定（政令） 

  予算成立次第    公布（政令・内閣府令） 

  令和２年４月 １日 施行 

 

 

 

説明資料１ 



カジノ管理委員会の組織体制案（令和２年度）
カジノ管理委員会

事務局
事務局⻑

委員⻑

委員

次⻑

監察官

総務企画部 監督調査部

総務課

企画課

依存対策課

監督総括課

規制監督課

財務監督課

国際室 調査課

犯罪収益移転防⽌対策室

〇監察

〇委員会の運営 〇公⽂書管理
〇総務・⼈事・会計事務

〇カジノ規制に関する制度・基本的な政策の企画・⽴案
〇法令案の審査 〇情報システムの整備及び管理

〇国際協⼒事務の総括
〇外国の⾏政機関等との連絡調整

〇部の総合調整 〇監督事務の指針策定等の総括
〇審査費⽤算定、不服申⽴て・訴訟対応

〇背⾯調査

〇マネー・ローンダリング対策

〇財務に関する監督
〇⼊場料納⼊⾦、国庫納付⾦、審査費⽤等の徴収

〇カジノ事業の監督
〇カジノ関連機器等製造業等の監督

はIR整備法の規定事項

は政令（組織令）の規定事項

は府令（組織規則）の規定事項

※主な所掌事務を例⽰

(1⼈)

(４⼈)

部⻑ 部⻑

〇依存防⽌に関する政策の企画・⽴案・推進
〇依存防⽌措置に関する企画・⽴案
〇広告勧誘規制に関する企画・⽴案

公⽂書監理官（充て職）
〇公⽂書の管理

企画官（1⼈）

企画官（1⼈）

企画官（1⼈）

調査官（2⼈）

企画官（1⼈）

企画官（2⼈）

が今回新設する箇所

が今回新設する箇所

（ ）

（ ）

別添１



別
添
２

政
令
第

号

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
事
務
局
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
二
条
第
四
項
及
び
第
六
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
事
務
局
組
織
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
監
督
総
括
課
」
を
「
調
査
課
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
調
査
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
四
条

調
査
課
は
、
法
第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
調
査
（
社
会
的
信
用
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関

す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
一
条
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
一
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
三
条
第
五
号
」
を

「
第
十
五
条
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。
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「
規
制
監
督
課

第
十
条
中
「
三
課
」
を
「
四
課
」
に
、
「
規
制
監
督
課
」
を

に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条

調
査
課

」

を
第
十
条
と
し
、
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
公
文
書
監
理
官
）

第
六
条

総
務
企
画
部
に
、
公
文
書
監
理
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

）
を
置
く
。

２

公
文
書
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
事
務
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
公
文
書
類
の
管
理
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
情
報
の

公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護
の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
関
す
る
重
要
事
項
に
係
る
も
の
に
参
画
し
、
関
係
事
務
に
関
し
必
要

な
調
整
を
行
う
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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理

由

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
所
掌
事
務
の
的
確
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
事
務
局
の
総
務
企
画
部
に
公
文
書
監

理
官
一
人
を
、
同
事
務
局
の
監
督
調
査
部
に
調
査
課
を
置
く
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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○
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
事
務
局
組
織
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
公
文
書
監
理
官
）

第
六
条

総
務
企
画
部
に
、
公
文
書
監
理
官
一
人(

関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占

（
新
設
）

め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。)

を
置
く
。

２

公
文
書
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
事
務
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
公
文

書
類
の
管
理
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
情
報
の
公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護

の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
関
す
る
重
要
事
項
に
係
る
も
の
に
参
画
し
、
関
係

事
務
に
関
し
必
要
な
調
整
を
行
う
。

（
総
務
企
画
部
に
置
く
課
）

（
総
務
企
画
部
に
置
く
課
）

第
七
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

（
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

（
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

（
依
存
対
策
課
の
所
掌
事
務
）

（
依
存
対
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

（
監
督
調
査
部
に
置
く
課
）

（
監
督
調
査
部
に
置
く
課
）

第
十
一
条

監
督
調
査
部
に
、
次
の
四
課
を
置
く
。

第
十
条

監
督
調
査
部
に
、
次
の
三
課
を
置
く
。

監
督
総
括
課

監
督
総
括
課

規
制
監
督
課

規
制
監
督
課

調
査
課

（
新
設
）
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財
務
監
督
課

財
務
監
督
課

（
監
督
総
括
課
の
所
掌
事
務
）

（
監
督
総
括
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
二
条

監
督
総
括
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
一
条

監
督
総
括
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

監
督
調
査
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

一

監
督
調
査
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

監
督
事
務
（
監
督
調
査
部
の
所
掌
に
属
す
る
監
督
に
関
す
る
事
務
を
い

二

監
督
事
務
（
監
督
調
査
部
の
所
掌
に
属
す
る
監
督
に
関
す
る
事
務
を
い

う
。
第
十
五
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
指
針
の
策
定
に
関

う
。
第
十
三
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
指
針
の
策
定
に
関

す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

三

カ
ジ
ノ
事
業
者
及
び
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
の
業
務
及
び
経
理
の
監

三

カ
ジ
ノ
事
業
者
及
び
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
の
業
務
及
び
経
理
の
監

査
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

査
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

四

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
。
以

四

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
の
費
用
（
第
十
五
条
第

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
の
費
用
（
第
十
三
条
第

五
号
に
お
い
て
「
審
査
費
用
」
と
い
う
。
）
の
算
定
に
関
す
る
こ
と
。

五
号
に
お
い
て
「
審
査
費
用
」
と
い
う
。
）
の
算
定
に
関
す
る
こ
と
。

五

監
督
調
査
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
不
服
申
立
て
及
び
訴
訟
に
関
す
る

五

監
督
調
査
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
不
服
申
立
て
及
び
訴
訟
に
関
す
る

こ
と
。

こ
と
。

（
削
る
）

六

法
第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
調
査
（
社
会
的
信
用
に
関

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
監
督
調
査
部
の
所
掌
事
務
で
他
の
所

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
監
督
調
査
部
の
所
掌
事
務
で
他
の
所

掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
規
制
監
督
課
の
所
掌
事
務
）

（
規
制
監
督
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
三
条

規
制
監
督
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

第
十
二
条

規
制
監
督
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
総
務
企
画
部
並
び
に
調
査
課
及
び
財
務
監
督

に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
総
務
企
画
部
並
び
に
監
督
総
括
課
及
び
財
務

課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

監
督
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

カ
ジ
ノ
事
業
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

一

カ
ジ
ノ
事
業
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二

カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二

カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

三

カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
等
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

三

カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
等
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

四

カ
ジ
ノ
施
設
の
適
正
な
利
用
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
企
画
部
の
所
掌
に

四

カ
ジ
ノ
施
設
の
適
正
な
利
用
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
企
画
部
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。
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（
調
査
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
四
条

調
査
課
は
、
法
第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
調
査
（

（
新
設
）

社
会
的
信
用
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
財
務
監
督
課
の
所
掌
事
務
）

（
財
務
監
督
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
五
条

財
務
監
督
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
三
条

財
務
監
督
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

監
督
事
務
の
う
ち
財
務
に
関
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

一

監
督
事
務
の
う
ち
財
務
に
関
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

二

入
場
料
納
入
金
及
び
認
定
都
道
府
県
等
入
場
料
納
入
金
の
徴
収
に
関
す

二

入
場
料
納
入
金
及
び
認
定
都
道
府
県
等
入
場
料
納
入
金
の
徴
収
に
関
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

三

国
庫
納
付
金
及
び
認
定
都
道
府
県
等
納
付
金
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

三

国
庫
納
付
金
及
び
認
定
都
道
府
県
等
納
付
金
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

四

法
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
の
手
数
料
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

四

法
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
の
手
数
料
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

五

審
査
費
用
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

五

審
査
費
用
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。
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別
添
３

○
内
閣
府
令
第

号

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十
一
章
の
規
定
及
び
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
事
務
局
組

織
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内

閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
（
令
和
元
年
内
閣
府
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な

1



い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は

、
こ
れ
を
加
え
る
。

2



改

正

後

改

正

前

（
企
画
官
）

（
調
査
室
及
び
企
画
官
）

第
三
条

監
督
総
括
課
に
、
企
画
官
一
人
を
置
く
。

第
三
条

監
督
総
括
課
に
、
調
査
室
及
び
企
画
官
一
人
を
置
く
。

［
項
を
削
る
。
］

２

調
査
室
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
調
査
（
社
会
的
信
用
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

［
項
を
削
る
。
］

３

調
査
室
に
、
室
長
を
置
く
。

２

［
略
］

４

［
同
上
］

（
企
画
官
及
び
調
査
官
）

第
五
条

調
査
課
に
、
企
画
官
一
人
及
び
調
査
官
二
人
を
置
く
。

［
条
を
加
え
る
。
］

２

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
調
査
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
特
定
事
項
の
調
査
、

企
画
及
び
立
案
を
行
う
。

３

調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
調
査
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
専
門
的
事
項
の
調
査

及
び
連
絡
調
整
を
行
う
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
府
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

4



別添４ 

カジノ管理委員会定員規則（令和２年カジノ管理委員会訓令第２号）の一部

を改正する訓令を次のように定める。

カジノ管理委員会定員規則

令和２年１月１０日 

カジノ管理委員会訓令第２号

最 終 改 正  令 和 ２ 年 ３ 月 ● 日 

カジノ管理委員会に係る行政機関職員定員令（昭和４４年政令第１２１号）第

１条に規定する定員は、次の表のとおりとする。 

区 分 定 員 備 考 

内

部 

部

局 

等 

総務企画部 

監督調査部 

４３人 

７７人 

事務局長１人、次長１人、監察官１

人及び監察官付職員２人を含む。 

うち、課長補佐１人は検察官をもっ

て充てるものとする。 

合 計 １２０人 

附 則 

この訓令は、令和２年１月７日から施行する。 

附 則 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

1



○カジノ管理委員会定員規則（令和２年カジノ管理委員会訓令第２号） 

（下線の部分は改正部分） 

改 正 案 現 行 
カジノ管理委員会に係る行政機関職員定員令（昭和４４年政令

第１２１号）第１条に規定する定員は、次の表のとおりとする。 

 

   

区  分 定 員 備    考 

内

部

部

局

等 

総務企画部 

 

 

 

監督調査部 

４３人 

 

 

 

７７人 

事務局長１人、次長１

人、監察官１人及び監察官

付職員２人を含む。 

  

うち、課長補佐１人は検

察官をもって充てるもの

とする。 

合  計 １２０人  

カジノ管理委員会に係る行政機関職員定員令（昭和４４年政令

第１２１号）第１条に規定する定員は、次の表のとおりとする。 

 
 

区  分 定 員 備    考 

内

部

部

局

等 

総務企画部 

 

 

 

監督調査部 

４３人 

 

 

 

５２人 

事務局長１人、次長１

人、監察官１人及び監察官

付職員２人を含む。 

  

うち、課長補佐１人は検

察官をもって充てるもの

とする。 

合  計 ９５人  
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